
業務仕様書 
 

１ 業務名称 

  札幌市本庁舎特定建築物定期点検業務 

 

２ 業務場所 

  札幌市本庁舎 

 

３ 建物概要 

  施設名称：札幌市本庁舎 

竣工年度：昭和 46 年 11 月 

  所 在 地：札幌市中央区北 1条西 2 丁目 1-1 

  用  途：庁舎（事務所） 

  用途地域：地区：商業地域、防火地区、駐車場整備地区、特定街区 

敷地面積：9,362.05 ㎡ 

建築面積：4,310.67 ㎡ 

延床面積：42,215,97 ㎡ 

  構  造：（地下部）鉄骨鉄筋コンクリート造、（地上部）主体 鉄骨造 

         （基礎）布基礎、独立基礎 

  規  模：地下 2階・地上 19階・搭屋 2 階 

  高  さ：軒高 78.35m、最高高さ 84.86m 

  仕上数量：別紙による 

 

４ 提出書類 

※ 様式については庁舎管理課入札・契約情報ホームページ

（https://www.city.sapporo.jp/somu/choshakanri/choshakanri-kokai.html）参照 

   

５ 履行期間 

  契約締結日から令和 6 年 12 月 20 日までとする。 

 

６ 業務内容 

  札幌市本庁舎を対象に、建築基準法第 12 条第 2 項に基づく点検を行う。なお、本業務の業務範

囲は下表のとおりであり、業務実施にあたっては「特定建築物定期調査業務基準（2021 年改訂版）

※１」に従い業務を行うこと。 
※１ 一般財団法人 日本建築防災協会 編集・発行 

 

名 称 単位 仕様・内容 

現地調査 一式 
特定建築物の現地調査・検査 

ただし、防火設備、建築設備及び昇降機等を除く 

報告書作成 

（成果物） 
一式 

札幌市が指定する「報告様式（令和６年度）」に基づき、報告書の作成

（https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/bosai/） 

実施写真を添付 

提出書類 提出部数 提出期限 

業務着手届 ２ 契約後すみやかに 

監督者及び監督代行者等指定通知書 ２ 契約後すみやかに 

監督者及び監督代行者経歴書(資格等含む) ２ 契約後すみやかに 

業務計画書及び業務工程表 ２ 作業実施前 

業務報告書 １ 業務完了時 

業務完了届 ２ 業務完了時 

https://www.city.sapporo.jp/somu/choshakanri/choshakanri-kokai.html
https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/bosai/


 

７ 業務責任者の資格要件 

  建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士、二級建築士あるいは特定建築物調査員

のいずれかの資格を有するものとする。 

 

８ 貸与資料 

 (1)札幌市本庁舎 各階意匠図（平面）・立面図（東西南北各面）のＣＡＤデータ 

 (2)札幌市本庁舎 竣工図（意匠・設備図及び構造図等） 

 (3)建築設備定期検査報告書、昇降機等定期検査報告書 

 (4)札幌市本庁舎特殊建築物定期報告 報告書 

（平成 27年度・平成 30年度・令和 3 年度：3回分） 

 

担当職員若しくは施設管理者から貸与された図書等については、注意をもって取り扱わなければなら

ず、万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において原状に復するものとし、他人に閲覧

や複製または譲渡してはいけない。貸与資料が必要なくなった場合は、速やかに返却しなければいけ

ない。 

 

９ 業務の記録 

(1) 受託者は、担当職員と協議した結果について記録を整備する。 

(2) 受託者は、業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。 

(3) (1)、(2)の記録について、担当職員より請求された場合は、受託者は担当職員に提出又は提示

すること。 

 

１０ 成果物 

(1)特定建築物定期報告書 Ａ４版 １部 

(2)同上原稿及び電子データ 一式 

(3)電子データについては、最新のウィルス定義によりウィルス駆除ソフトで検証した上で、デー

タ内容・作成日時・受託者などを明示し、提出すること。 

 

１１ その他・注意事項等 

(1) 現場調査の際は、あらかじめ担当者と協議の上、実施すること。また、名札もしくは腕章を着

用すること。 

(2) 現場調査は、庁舎内の執務や行事に影響を及ぼす部分は原則として閉庁時間帯（土・日・祝日

もしくは平日 8:45～17:15 以外の時間帯）に行なうこと。影響が少ないと認められる部分につ

いては担当者と協議の上で、開庁時間帯の調査も可能とする。 

(3) 実地で行う施設の調査等、業務の実施に際して担当職員の立会いを求める場合は、予め申し出

るものとする。 

(4) 本業務に使用する工具、資材、計測機器等は、原則として受託者の負担とする。 

(5) 業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、施設を損傷することのないよう配慮するととも

に、施設利用者・関係者の安全の確保を図ること。 

(6) 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を十分に理解するとともに遵守し、業務の円滑

な遂行を図る。 

(7) 本仕様書に定めの無い事項については、担当者との協議により決定することとする。 

(8) 受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者にもらしてはならない。 

(9)受託者の不注意又は不適当な業務履行により生じた事故等は、受託者が責任をもって処理する

こと。また、すみやかに委託者に報告をするとともに報告書を提出すること。 

(10)本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努める

こと。 

 

１２ 担当 

  総務局行政部庁舎管理課施設係  電話 011-211-2052 



別紙












